
令 和 ２ 年
11月６日
（金曜日）

毎
週
火
・
金
曜
日
発
行

○
告
示

解
除
予
定
保
安
林
（
長
門
市
）
（
森
林
整
備
課
）
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…
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…

保
安
林
指
定
施
業
要
件
の
変
更
（
森
林
整
備
課
）
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宇
部
都
市
計
画
及
び
山
口
都
市
計
画
下
水
道
の
変
更
（
都
市
計
画
課
）

二

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

防
府
都
市
計
画
道
路
の
変
更
（
都
市
計
画
課
）

二

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

○
公
告

県
営
鋳
銭
司
地
区
農
業
競
争
力
強
化
基
盤
整
備
事
業
変
更
計
画
書
の
縦
覧
（
農
村
整
備
課
）

二

…
…
…
…
…
…
…

家
畜
改
良
増
殖
法
の
規
定
に
基
づ
く
種
畜
証
明
書
を
書
換
交
付
し
た
旨
の
通
報
（
畜
産
振
興
課
）

二

…
…
…
…
…

○
企
業
管
理
公
告

契
約
の
締
結

三
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…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
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…

告

示

山
口
県
告
示
第
三
百
八
十
一
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
保

安
林
の
指
定
を
次
の
と
お
り
解
除
す
る
予
定
で
あ
る
。

令
和
二
年
十
一
月
六
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

長
門
市
三
隅
上
字
毛
無
谷
一
〇
七
五
一
の
七
九
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

水
源
の
涵か

ん

養

三

解
除
の
理
由

道
路
用
地
と
す
る
た
め

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
山
口
県
農
林
水
産
部
森
林
整
備
課
及
び
長
門
市
経
済
観

光
部
農
林
水
産
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

山
口
県
告
示
第
三
百
八
十
二
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
保

安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。

令
和
二
年
十
一
月
六
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

下
関
市
豊
田
町
大
字
稲
見
字
西
ケ
迫
一
五
二
六
、
一
五
二
七
、
一
五
二
八
の
一
、
一
五
二
八
の

四
、
一
五
二
八
の
五
、
一
五
三
二
の
一
、
一
五
三
三
、
一
五
三
四
、
一
五
三
七
の
一
、
一
五
三
八
か

ら
一
五
四
二
ま
で
、
一
五
四
四
か
ら
一
五
四
六
ま
で
、
一
〇
七
五
八
の
一
か
ら
一
〇
七
五
八
の
三
ま

で
、
一
〇
七
五
八
の
五
か
ら
一
〇
七
五
八
の
一
四
ま
で
、
字
竹
ケ
久
保
一
五
二
八
の
二
、
一
五
二
八

の
三
、
一
五
二
八
の
六
、
一
五
三
一
、
一
五
三
五
、
一
五
三
六
の
一
、
一
五
三
六
の
二
、
一
五
三
七

の
二
、
一
五
四
三
、
字
大
迫
一
〇
三
七
七
の
一
三
、
一
〇
三
七
七
の
一
四
、
字
鍋
サ
ゲ
一
〇
三
九
八

の
一
、
一
〇
三
九
八
の
一
一
か
ら
一
〇
三
九
八
の
一
六
ま
で

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

水
源
の
涵か

ん

養

三

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

㈠

立
木
の
伐
採
の
方
法

⚑

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

⚒

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
下
関
市
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準

伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

⚓

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

㈡

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
、
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
山
口
県
農
林
水
産
部
森
林
整
備
課
及
び
下
関

市
農
林
水
産
振
興
部
農
林
水
産
整
備
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）
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山
口
県
告
示
第
三
百
八
十
三
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
宇
部
都
市
計

画
及
び
山
口
都
市
計
画
下
水
道
を
次
の
と
お
り
変
更
し
た
。

そ
の
関
係
図
書
は
、
山
口
県
土
木
建
築
部
都
市
計
画
課
、
宇
部
市
都
市
整
備
部
都
市
計
画
・
住
宅
課

及
び
山
口
市
都
市
整
備
部
都
市
計
画
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
二
年
十
一
月
六
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

宇
部
都
市
計
画
及
び
山
口
都
市
計
画
下
水
道
宇
部
市
、
山
口
市
公
共
下
水
道

二

変
更
の
内
容

施
設
の
位
置
及
び
区
域
の
変
更

山
口
県
告
示
第
三
百
八
十
四
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
防
府
都
市
計

画
道
路
を
次
の
と
お
り
変
更
し
た
。

そ
の
関
係
図
書
は
、
山
口
県
土
木
建
築
部
都
市
計
画
課
及
び
防
府
市
土
木
都
市
建
設
部
都
市
計
画
課

に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
二
年
十
一
月
六
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

防
府
都
市
計
画
道
路
三
・
三
・
一
環
状
一
号
線

二

変
更
の
内
容

区
域
及
び
構
造
の
変
更

公

告

（
二
四
三
）
県
営
鋳
銭
司
地
区
農
業
競
争
力
強
化
基
盤
整
備
事
業
変
更
計
画
書
の
縦
覧

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
県
営

鋳
銭
司
地
区
農
業
競
争
力
強
化
基
盤
整
備
事
業
の
事
業
計
画
を
変
更
し
た
の
で
、
同
条
第
六
項
に
お
い

て
準
用
す
る
同
法
第
八
十
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

令
和
二
年
十
一
月
六
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

縦
覧
に
供
す
る
書
類

県
営
鋳
銭
司
地
区
農
業
競
争
力
強
化
基
盤
整
備
事
業
変
更
計
画
書
の
写
し

二

縦
覧
の
期
間

令
和
二
年
十
一
月
九
日
か
ら
同
月
三
十
日
ま
で

三

縦
覧
の
場
所

山
口
県
農
林
水
産
部
農
村
整
備
課

（
二
四
四
）
家
畜
改
良
増
殖
法
の
規
定
に
基
づ
く
種
畜
証
明
書
を
書
換
交
付
し
た
旨
の
通
報

家
畜
改
良
増
殖
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
九
号
）
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
農
林
水

産
大
臣
か
ら
次
の
家
畜
に
つ
き
、
種
畜
証
明
書
を
書
換
交
付
し
た
旨
の
通
報
が
あ
り
ま
し
た
。

令
和
二
年
十
一
月
六
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

種
畜
証
明
書

番
号

名

前

品

種

生
年
月
日

産

地
検
査
成
績
飼
養
者
の
住
所
及

び
氏
名
又
は
名
称

三
二
〇
〇
四
〇

二
〇
〇
〇
五

Ａ
Ｂ
七
八
七

そ
の
他
令
和
元
、

六
、

九
宮
城
県
級
外
岩
国
市
錦
町
宇
佐
郷

プ
ラ
イ
フ
ー
ズ
株
式

会
社
山
口
Ａ
Ｉ
セ
ン

タ
ー

三
二
〇
〇
四
〇

二
〇
〇
〇
八

Ａ
Ｂ
七
九
〇

〃

〃
七
、
一
一
〃

〃

〃〃

三
二
〇
〇
四
〇

二
〇
〇
一
一

Ａ
Ｂ
七
九
三

〃

〃一
〇
、
〃

〃

〃

〃〃

三
二
〇
〇
四
〇

二
〇
〇
一
二

Ａ
Ｂ
七
九
四

〃

〃〃

〃

〃

〃

〃〃

三
二
〇
〇
四
〇

二
〇
〇
一
八

Ｃ
一
一
七
五

〃

〃
八
、

八
〃

〃

〃〃

三
二
〇
〇
四
〇

二
〇
〇
三
〇

Ｄ
二
一
二
七

〃

〃
九
、

六
〃

〃

〃〃

三
二
〇
〇
四
〇

二
〇
〇
四
五

Ｈ
Ｄ
〇
九
五

〃

〃
八
、

五
〃

〃

〃〃

三
二
〇
〇
四
〇

二
〇
〇
五
二

Ｈ
Ｄ
一
〇
二

〃

〃一
〇
、

三
〃

〃

〃〃 二
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企

業

局

公

告契
約
の
締
結

次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
の
方
法
に
よ
り
契
約
を
締
結
し
ま
し
た
。

令
和
二
年
十
一
月
六
日

山
口
県
公
営
企
業
管
理
者

正

司

尚

義

一

事
務
を
担
当
す
る
課
の
名
称
及
び
所
在
地

企
業
局
電
気
工
水
課

山
口
市
滝
町
一
番
一
号

二

落
札
に
係
る
物
品
等
の
名
称
及
び
予
定
数
量

電
気

五
千
百
三
十
四
万
四
千
八
百
五
十
九
キ
ロ
ワ
ッ
ト
時

三

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

一
般
競
争
入
札

四

落
札
者
を
決
定
し
た
日

令
和
二
年
九
月
三
日

五

落
札
者
の
名
称
及
び
そ
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

株
式
会
社
ス
マ
ー
ト
テ
ッ
ク

茨
城
県
水
戸
市
赤
塚
一
丁
目
一
六
番
地

六

落
札
金
額
（
予
定
使
用
電
力
量
の
対
価
に
相
当
す
る
金
額
）

五
億
六
千
三
百
七
十
一
万
百
七
十
六
円

七

入
札
公
告
日

令
和
二
年
七
月
二
十
一
日

八

そ
の
他

㈠

契
約
担
当
者

山
口
県
公
営
企
業
管
理
者

正
司

尚
義

㈡

調
達
方
法

購
入

㈢

落
札
方
式

最
低
価
格

二
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令
和
二
年
十
一
月
六
日
印
刷

発
行
所

山

口

県

庁

令
和
二
年
十
一
月
六
日
発
行

発
行
人

山
口
県
知
事


